
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

一

一

五

号

我
が
国
の
国
土
を
保
全
す
る
た
め
の
土
地
取
得
の
規
制
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

河

野

正

美

115



我
が
国
の
国
土
を
保
全
す
る
た
め
の
土
地
取
得
の
規
制
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
は
、
豊
か
な
森
と
清
ら
か
な
水
に
恵
ま
れ
、
古
来
よ
り
豊
穣
な
土
地
か
ら
、
多
彩
な
農
産
物
を
生
産
・
収
穫
し
て
き

た
。
先
人
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
豊
か
な
国
土
を
、
次
世
代
に
残
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
世
代
に
課
さ
れ

た
責
務
で
あ
る
。

土
地
の
所
有
者
は
、
民
法
に
よ
り
、
法
令
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
自
由
に
使
用
し
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
最

近
で
は
、
地
域
の
住
民
が
水
源
と
し
て
い
る
森
林
や
、
国
境
に
位
置
す
る
島
嶼
、
自
衛
隊
等
の
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
が
、
外

国
人
等
の
地
域
と
関
係
の
な
い
者
に
売
却
さ
れ
た
り
、
売
買
後
の
所
有
者
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
国
家
の
安
全
保
障
を
も
脅
か
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
豊
か
な
国
土
を
こ
れ
か
ら
も
受
け
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、
土
地
の
使
用
や
取
得
に
関
し
て
、

規
制
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

我
が
国
に
お
い
て
、
外
国
人
の
土
地
所
有
を
規
制
す
る
法
令
は
存
在
す
る
か
。

二

大
正
十
四
年
に
制
定
さ
れ
た
外
国
人
土
地
法
で
は
、
政
令
で
外
国
人
の
土
地
取
得
等
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め

一



ら
れ
て
い
る
。
現
行
憲
法
下
で
、
こ
の
条
文
を
適
用
し
、
外
国
人
の
土
地
取
得
等
を
規
制
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

今
年
三
月
二
十
七
日
に
開
会
さ
れ
た
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
中
山
恭
子
委
員
が
、
外
国
人
の
土
地
購
入
の

実
態
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
か
、
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
」

と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
調
査
の
進
捗
状
況
と
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。

四

私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
豊
か
な
国
土
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
は
、
土
地
の
使
用
や
取
得
に
関
す
る
現
在
の
規
制

は
不
十
分
で
あ
り
、
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
安
倍
内
閣
と
し
て
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
特
に
、
水
源

地
や
水
源
を
涵
養
す
る
森
林
、
国
境
の
島
嶼
、
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
取
引
に
つ
い
て
、
現
在
の
規
制
を
強
化
す
る
考
え

は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


